
次に、「議案第１１２号 飯塚市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例」を議題

といたします。補足説明を求めます。 

○ 健康増進課長 

 議案第１１２号飯塚市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の補足説明をい

たします。13 ページをお願いします。医療法施行令において、「神経科」が「神経内科」と名

称が改正されておりますので本案を提出するものであります。以上簡単ではありますが、補足

説明を終わります。 
○ 委員長 
 説明が終わりましたので質疑を許します。質疑はありませんか。 
（ 質疑なし ） 
 質疑を終結いたします。討論を許します。討論はありませんか。 
（ 討論なし ） 
 討論を終結いたします。採決いたします。「議案第１１２号 飯塚市病院事業の設置等に関す

る条例の一部を改正する条例」については原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 
（ 異議なし ） 
 ご異議なしと認めます。よって本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 
 次に、「議案第１１３号 契約の締結（健康の森公園多目的施設建設工事）」を議題といたし

ます。補足説明を求めます。 
○ 契約課長 
 議案第１１３号 契約の締結（健康の森公園多目的施設建設工事）について補足説明をいた

します。議案書の １６ページをお願いいたします。 
 本件工事請負契約の締結につきましては、地方自治法第９６条第１項第５号の規定に基づき、

本案を提出するものであります。議案第１１３号の健康の森公園多目的施設建設工事につきま

しては、契約金額は１億３,８９０万９,７５０円で、株式会社 橋本組 代表取締役 橋本 太

と契約を締結するものであります。１７ページの議案資料をお願いいたします。 
 工期につきましては、本契約として認められた日から平成２１年７月３１日までとし、施設

概要等につきましては、鉄骨造りの２階建てで、延べ床面積９７０．７２平方メートルの多目

的施設でございます。１８ページにその内容を記載しております。 次に１９ページには建築

場所の付近見取図を、２０ページには配置図を、２１ページから２３ページにかけましては各

階平面図及び立面図を添付いたしております。お手元―別途配布しております工事請負契約議

案資料をお願いいたします。本工事の入札執行状況につきましては、条件付き一般競争入札実

施要領及び運用基準に基づきまして、業者選考委員会において、建築一式工事のⅠ等級に格付

けされる要件等を決定し、１０月２４日に入札公告を行い、１１月１１日に入札を執行いたし

ました。その結果、１５者から入札参加申請があり、予定価格１億６,３４２万４,１００円に

対し、落札額１億３,８９０万９,７５０円、落札率８４.９９％で株式会社 橋本組が落札いた

したものであります。 以上簡単ではございますが、議案第１１３号の補足説明を終わります。 
○ 委員長 
 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 
○ 楡井委員 

若干お聞きしたい点がありますので、よろしくお願いします。一つは、契約締結に至る経過

について若干説明していただきたいということと、この建設について、地元住民の方々、また

市民の人たちのご意見なり必要性について、ご説明願いたいと思います。 
○ 総合政策課長 

この多目的施設につきましては、目尾地域振興基本計画を平成１７年５月に見直しをするた

めに、目尾地域振興基本計画検討委員会を立ち上げ、以降、同年１２月までの間に１１回の会



議を重ね、平成１８年１月に報告書の提出があっております。そのことを受け、プールに併設

した多目的施設を設置することといたしております。住民の要望、要請はあったのかというこ

とでありますが、目尾地域振興基本計画検討委員会委員１８名のうち、地元住民の代表として

１２名の方が委員として選出されています。１１回の会議を重ねる中で、多くの住民の皆様の

声を代弁していただいたものと考えております。また、８月に住民の皆様の生の声をお聞きす

るために、８地区の自治会に出向き説明会を開催しております。また、市報、ホームページで

の意見募集も実施しています。意見・要望としては、「子どもから高齢者の方たちが楽しく自由

に集える、多目的用途を備えた保健施設的なものの建設」が出されていました。そのような経

過を踏まえ、既存のプールに併設した多目的施設の建設計画に至ったものであります。 
○ 楡井委員 

８町内会の説明会、これには何人くらいが参加されたんでしょうか。 
○ 総合政策課長 

全部で１２４名の出席を得ております。 

○ 楡井委員 

一緒に聞いておけばよかったですね。対象人数といいますか、戸数、どれくらいになるんで

すか、この８町内会で。 

○ 総合政策課長 

資料として今は持ってきておりませんので、失礼します。 

○ 楡井委員 

後ほど教えてくださいね。それから財源についてお聞きいたします。この１億３,８００万円

あまりの財源の内訳についてお聞きしたいと思います。この内容をそれぞれ教えていただきた

いと思います。 

○ スポーツ振興課長 

総事業費の９５％につきましては、合併特例債を活用するようにいたしております。残り５％

につきましては一般財源ということで、合併特例債としまして１億３,１９０万円、一般財源よ

り７０１万円ということで考えております。 

○ 楡井委員 

またここでも借金が増えるということに、大変な状況が次々と重なってきます。皆さん方が

すぐ言われます言葉が、「財政厳しき折」というふうに言われるんですけど、１２４人参加され

た対象地域の説明会で、何人の人たちがおられるのかわかりません。そういう状況であります。

そういう意味で、不要不急ということに該当するんじゃないかというふうに思うわけです。一

方で、公の施設の検討委員会の中で、忠隈の住民センター、それに若菜の福祉総合センター、

筑豊ハイツ、頴田の、正確にはわかりませんけど老人いこいの家ですか、こういう施設が次々

に切って捨てられようとしている状況の中で、１億３,１９０万円もの特例債を使ってこういう

ものを建てなければならないんだろうかと思うわけですね。それで、これが建ち上がった後、

どういうふうな収支計画を考えておられるのか、この辺についてお聞きしたいと思います。 

○ スポーツ振興課長 

今、委員からご指摘のありました収支につきまして、この使用料等につきましては、現在、

近隣のスポーツセンター、それから飯塚保健センター、穂波福祉総合センター、庄内福祉総合

センター等々の利用料金がございますが、それらを視野に、現在検討中でございます。 

○ 楡井委員 

収支の目処も立てずにこういう施設をどんどん、どんどん造っていくのか、と、大変、先行

き不安な状況があると思います。せっかく１億３,８００万円出してこの施設を造るわけですけ

ど、この施設はずっと飯塚市の施設ということにならないで、民間委託とか、民間に売ってし

まうというようなことにもなるんじゃないでしょうか。そういう心配はありませんかね。 



○ スポーツ振興課長 

この多目的施設につきましては、言われますような民間に譲渡とか売るとか、そういうこと

では考えておりません。ただ、先々、他の公の施設でもありますように、指定管理者という部

分については取り組むこともあるかもしれませんが、それ以外のことでは今のところ考えてお

りません。 

○ 委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

（ 他に質疑なし ） 

質疑を終結いたします。討論を許します。討論はありませんか。 

○ 楡井委員 

市の施設として、検討委員会には住民の方たちが１８人中１２人、比較的多数の方が委員に

なっておられる。それから８町内会の説明会では１２４人参加されている。それから意見募集

も行っているということで、一定の、この施設の必要性については検討されたのかな、市民の

意見も聞かれたのかな、というふうに思うわけですけれども、果たしてこの８町内会に何人の

人がおられるのか、その内の何人の人に聞いていただいたんだろうか、と。そういうような状

況がはっきりしないということが第一点ですね。それから、建設費の９５％が合併特例債、約

１億３,１００万円、この３分の１は市民の丸々の借金ということになるわけですね。先程、他

のことでも、この特例債を使って、ということがありました。この特例債をどんどん使ってい

るという状況が出ています。さらに、収支の見込みも全く立っていないという状況の中で建設

だけが急がれると。これは、建物だけのお金ですから、中身の器具等については全然加味され

てないということであり、それにまたどのくらいお金がかかるものなのかということがわかり

ませんし、それも合併特例債じゃないかと考えると、空恐ろしい状況があります。従って、こ

の議案については反対ということでお願いします。 

○ 委員長 

ほかに討論はありませんか。 

（ 他に討論なし ） 

討論を終結いたします。採決いたします。「議案第１１３号 契約の締結（健康の森公園多目

的施設建設工事）」については、原案のとおり可決することについて、賛成の委員は挙手願いま

す。 

（ 挙手・賛成多数 ） 

 賛成多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、「議案第１１４号 財産の譲渡（飯塚市立鯰田保育所）」を議題といたします。補足説

明を求めます。 
○ 保育課長 
 議案第１１４号 財産の譲渡（飯塚市立鯰田保育所）につきまして提案理由の補足説明をい

たします。議案書２４ページをお願いたします。２５ページには、鯰田保育所位置図、２６ペ

ージには、１階、２階の平面図を添付させていただいております。財産処分の内容といたしま

して、譲渡する財産 鯰田保育所園舎、所在地 飯塚市鯰田 1363 番地、構造 鉄筋コンクリ

ート造 陸屋根 2 階建、床面積 ７０４．７５平方メートル、譲渡金額 １７，４００，０

００円、譲渡の相手方 福岡県飯塚市横田７７２番地６ 社会福祉法人くすの樹会 理事長  

中尾 良秀であります。 
 今回、建物を有償譲渡する理由といたしましては、お手元に配布させて頂いております、  

横田、鯰田保育所建物比較表をお願いいたします。横田保育所は、無償譲渡していますが、そ

のときの不動産鑑定評価額は３，８４０万円です。これを基本とし、新たに移譲する建物の鑑

定評価額（移譲時点）と比較して、それ以下の鑑定評価額なら無償譲渡、それ以上の鑑定評価



額ならその差額分での有償譲渡とする考えです。 
鯰田保育所は、平成２１年４月１日に民営化しますが、その時点の不動産鑑定額は、５，５

８０万円です。５，５８０万円から３，８４０万円を差し引いた金額、１，７４０万円で有償

譲渡としたいと考えております。なお、譲渡価格の決定に当りましては、飯塚市財産管理審議

会及び公有財産調整委員会の審議、協議を受けた中で決定しております。 
物品（遊具及び備品）については、飯塚市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第６

条第 1 号の規定により無償譲与と考えております。 
土地については、保育所運営を安定的に継続するため、底地については有償貸付と考えてお

ります。以上、簡単ですが補足説明を終わります。 
○ 委員長 
 説明が終わりましたので質疑を許します。質疑はありませんか。 
（ 質疑なし ） 
 質疑を終結いたします。討論を許します。討論はありませんか。 
○ 楡井委員 
 移譲するときに反対の態度をとっていますので、討論は出来ませんが、態度としては反対と

いうことでお願いします。 
○ 委員長 
 他に討論はありませんか。 
（ 他に討論なし ） 

討論を終結いたします。採決いたします。「議案第１１４号 財産の譲渡（飯塚市立鯰田保育

所）」については原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手願います。 

（ 挙手・賛成多数 ） 

 賛成多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、「議案第１１７号 福岡県後期高齢者医療広域連合規約の変更」を議題といたします。

補足説明を求めます。 
○ 健康増進課長 

議案第１１７号福岡県後期高齢者医療広域連合規約の変更の補足説明をいたします。30 ペー

ジをお願いします。福岡県後期高齢者医療広域連合の議会の議員の定数に係る経過措置を延長

するとともに、当該広域連合に対し構成市町村が負担する共通経費の負担割合を改めるため、

広域連合規約を変更することについて、議会の議決を求めるものです。32 ページの新旧対照表

をお願いします。附則３をお願いします。広域連合議員の定数につきましては、規約第７条第

１項で３４人と規定されておりますが、当初２年間は全市町村が参加意識を持ち、円滑に新し

い制度を開始するために、７７人とする経過措置が設けられています。しかしながら、本年４

月の制度開始以降、国の制度・運用の見直しが行われ、今後も引き続き検討されるなど、未だ

制度が安定した状況にないことから、経過措置を平成２３年３月３１日まで２年間延長するも

のです。別表第３をお願いします。今年度の「事務費の分賦金」につきましては、規約におい

て均等割２％、高齢者人口割４８％、人口割５０％と規定されております。「事務費の分賦金」

は、広域連合の設立準備段階では、職員数や事務費総額が明確でなかったため、制度開始後見

直すこととされておりました。見直しの結果は、事務費の内、総務課人件費、庶務関係経費、

議会費、選挙費などの均等割に相当する経費が事務費全体の７％程度となること、他の広域連

合では高齢者割と人口割の比率が同じ割合としている団体が多いことなどから、２１年度から

は均等割７％、高齢者人口割４６．５％、人口割４６．５％とするものです。以上簡単ですが

補足説明を終わります。 
○ 委員長 
 説明が終わりましたので質疑を許します。質疑はありませんか。 



（ 質疑なし ） 
 質疑を終結いたします。討論を許します。討論はありませんか。 
○ 楡井委員 
 議案 95 号などでも討論・質疑を行いましたが、国民にとっても事務に当たる職員のみなさ

んにとっても大変分かりにくい制度であるわけです。次々に法律が変わるし、保険料の徴収も

非常に難しい状況があります。昨日 4 回目の保険料が天引きされました、これについても新聞

等ではかなり反対といいますか、怒りの写真なども見ています。そういう意味では、参議院で

も飯塚市議会でも意見書が採択されましたし、国会では参議院でも見直し撤回が可決され、今

衆議院に回っている状況であります。したがってこういう後期高齢者医療制度は廃止しかない

ということで、規約の変更でありますけど反対の意見を言わせていただきたいと思います。 
○ 委員長 
 他に討論はありませんか。 
（ 他に討論なし ） 

討論を終結いたします。採決いたします。「議案第１１７号 福岡県後期高齢者医療広域連合

規約の変更」については原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手願います。 

（ 挙手・賛成多数 ） 

 賛成多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、「議案第１２５号 飯塚市国民健康保険条例の一部を改正する条例」を議題といたしま

す。補足説明を求めます。 
○ 健康増進課長 

議案第１２５号飯塚市国民健康保険条例の一部を改正する条例の補足説明をいたします。   
追加議案書の１ページをお願いいたします。健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行

に伴い、出産育児一時金の支給額を見直す必要が生じたため、本案を提出するものです。３ペ

ージの新旧対照表をお願いします。国民健康保険においては、被保険者が出産した場合には出

産育児一時金として３５万円を支給いたしておりますが、平成２１年１月１日から出産に係る

重度の脳性まひに対する補償のための産科医療補償制度が創設され、被保険者の出産に際して

負担する費用が増すことが見込まれます。このため、病院、診療所又は助産所が産科医療補償

制度に加入し、病院等が被保険者に保険料の負担を求めた場合、これまでの出産育児一時金３

５万円に３万円を超えない範囲で加算して支給するものです。なお、加算額につきましては、

飯塚市国民健康保険給付規則において３万円と定めることといたしております。 
また、産科医療補償制度は、厚生労働省、日本医師会、日本病院会等が出えんして設立され

た日本医療機能評価機構が運営することとなっております。制度への加入状況は、２０年１２

月２日現在で福岡県では医療機関１３３箇所すべてと助産院１４９箇所のうち１４７箇所が加

入、本市では医療機関３箇所、助産院１箇所すべてが加入とのことでありますので、本市では

３万円を加算されない方はいないのではないかと思われます。簡単ですが、補足説明をおわり

ます。 
○ 委員長 
 説明が終わりましたので質疑を許します。質疑はありませんか。 
（ 質疑なし ） 
 質疑を終結いたします。討論を許します。討論はありませんか。 
（ 討論なし ） 
 討論を終結いたします。採決いたします。「議案第１２５号 飯塚市国民健康保険条例の一部

を改正する条例」については原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 
（ 異議なし ） 
 ご異議なしと認めます。よって本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 


